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海田町条例第７号 

海田町国民健康保険税条例の一部を改正する条例 

海田町国民健康保険税条例（昭和３５年海田町条例第１７号）の一部を次のように改正

する。 

第３条第１項中「１００分の８．４５」を「１００分の８．４６」に改める。 

第５条中「３６，５００円」を「３６，９２０円」に改める。 

第５条の２第１号中「２３，５００円」を「２３，２８０円」に改め，同条第２号中 

「１１，７５０円」を「１１，６４０円」に改め，同条第３号中「１７，６２５円」を 

「１７，４６０円」に改める。 

第６条中「１００分の２．８７」を「１００分の２．８０」に改める。 

第７条の２中「１２，１００円」を「１２，１７０円」に改める。 

第７条の３第１号中「７，８００円」を「７，６７４円」に改め，同条第２号中「３， 

９００円」を「３，８３７円」に改め，同条第３号中「５，８５０円」を「５，７５５円」 

に改める。 

第８条中「１００分の２．３３」を「１００分の２．５１」に改める。 

第９条の２中「１１，９００円」を「１２，８８６円」に改める。 

第９条の３中「５，８００円」を「６，２３７円」に改める。 

第２３条第１項第１号ア中「２５，５５０円」を「２５，８４４円」に改め，同号イ(ア) 

中「１６，４５０円」を「１６，２９６円」に改め，同号イ(イ)中「８，２２５円」を「８， 

１４８円」に改め，同号イ(ウ)中「１２，３３８円」を「１２，２２２円」に改め，同号ウ

中「８，４７０円」を「８，５１９円」に改め，同号エ(ア)中「５，４６０円」を「５，３ 

７２円」に改め，同号エ(イ)中「２，７３０円」を「２，６８６円」に改め，同号エ(ウ)中 

「４，０９５円」を「４，０２９円」に改め，同号オ中「８，３３０円」を「９，０２１

円」に改め，同号カ中「４，０６０円」を「４，３６６円」に改め，同項第２号ア中「１

８，２５０円」を「１８，４６０円」に改め，同号イ(ア)中「１１，７５０円」を「１１，

６４０円」に改め，同号イ(イ)中「５，８７５円」を「５，８２０円」に改め，同号イ(ウ)中

「８，８１３円」を「８，７３０円」に改め，同号ウ中「６，０５０円」を「６，０８５

円」に改め，同号エ(ア)中「３，９００円」を「３，８３７円」に改め，同号エ(イ)中「１，

９５０円」を「１，９１９円」に改め，同号エ(ウ)中「２，９２５円」を「２，８７８円」 

に改め，同号オ中「５，９５０円」を「６，４４３円」に改め，同号カ中「２，９００円」 



を「３，１１９円」に改め，同項第３号ア中「７，３００円」を「７，３８４円」に改め， 

同号イ(ア)中「４，７００円」を「４，６５６円」に改め，同号イ(イ)中「２，３５０円」を

「２，３２８円」に改め，同号イ(ウ)中「３，５２５円」を「３，４９２円」に改め，同号

ウ中「２，４２０円」を「２，４３４円」に改め，同号エ(ア)中「１，５６０円」を「１，

５３５円」に改め，同号エ(イ)中「７８０円」を「７６８円」に改め，同号エ(ウ)中「１，１

７０円」を「１，１５１円」に改め，同号オ中「２，３８０円」を「２，５７８円」に改

め，同号カ中「１，１６０円」を「１，２４８円」に改め，同条第２項第１号ア中「５，

４７５円」を「５，５３８円」に改め，同号イ中「９，１２５円」を「９，２３０円」に

改め，同号ウ中「１４，６００円」を「１４，７６８円」に改め，同号エ中「１８，２５ 

０円」を「１８，４６０円」に改め，同項第２号ア中「１，８１５円」を「１，８２５円」 

に改め，同号イ中「３，０２５円」を「３，０４２円」に改め，同号ウ中「４，８４０円」 

を「４，８６８円」に改め，同号エ中「６，０５０円」を「６，０８５円」に改める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は，令和８年４月１日から施行する。 

 （適用区分） 

２ この条例による改正後の海田町国民健康保険税条例の規定は，令和８年度以後の年度

分の国民健康保険税について適用し，令和７年度分までの国民健康保険税については，

なお従前の例による。 


